
こども家庭庁予算執行業務調査研究事業に係る事業計画書等評価基準 

 

本書は、「こども家庭庁予算執行業務調査研究事業」の事業者の決定に関する評価手順を

取りまとめた評価基準書である。 

 

１．採点の手続き 

提出された事業計画書等は、こども家庭庁予算執行業務調査研究事業採点票の各評

価項目の評価基準に沿って、以下のとおり採点を行う。 

 

［基準］ 

非常に有用な提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・10 点 

（豊富にある、大きく貢献する、十分備わっている等） 

有用な提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７点 

（ある、貢献する､備わっている等） 

提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５点 

（標準、普通） 

劣る提案がなされている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３点 

（足りない、貢献がやや乏しい､やや備わっていない等） 

特に劣る提案がされている、提案がなされていない・・・・・・・・０点 

（ほとんどない、ほとんど貢献しない､ほとんど備わっていない等） 

 

２．事業者の決定方法 

複数の評価者により採点された各評価者の採点結果（点数）を合計し、最も高い得

点を得た事業計画書等を提案した事業者を「こども家庭庁予算執行業務調査研究事業」

の事業者として決定する。 

  

（別添２） 



 
 

こども家庭庁予算執行業務調査研究事業 

採点票 

  
 

 

評価項目 評価基準 採点欄 

１ 事業内容 ・事業内容が目的と整合しているか   

  ・事業内容が具体的かつ詳細か   

２ 実施方法 
・事業実施方法や事業実施スケジュールは適切なものとなってい

るか 
  

  
・現状分析（As-Is 分析）は、実施方法や具体的な内容が示され

ているか 
  

    
・あるべき業務の検討及び構想の更新（To-Be 分析）は、実施方

法や具体的な内容が示されているか 
  

  
・事業成果を高めるための独自性のある内容が盛り込まれている

か 
 

３ 組織体制等 
・業務遂行のための必要な経営基盤及び組織体制（人員等）が整

っているか 
  

  
  ・当該事業にかかわらず研修事業に関する実績を十分に有してい

るか 
  

  
  

・こども家庭庁所管補助金等に関する見識を十分に有しているか   

    

  合計   
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